
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
〇

◎
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律� �

（
平
成
二
六
年
四
月
四
日
法
律
第
一
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
七
日
・
衆
議
院
法
務
委
員
会
）

○
谷
垣
国
務
大
臣　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
趣

旨
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処

理
を
図
る
た
め
、
判
事
の
員
数
を
増
加
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
事
務

を
合
理
化
し
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の

職
員
の
員
数
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
以
下
、
そ
の

要
点
を
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
点
は
、
裁
判
官
に
つ
き
、
判
事
の
員
数
を
三
十
二
人
増
加
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
民
事
訴
訟
事
件
及
び
家
庭
事
件
の

適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図
る
た
め
、
判
事
の
員
数
を
三
十
二
人
増
加
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
点
は
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
三
十
六
人
減
少

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
民
事
訴
訟
事
件
及
び
家
庭

事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
書
記
官
を
四
十
四

人
増
員
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化

し
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
技
能
労
務
職
員
等
を
八
十
人
減
員

し
、
以
上
の
増
減
を
通
じ
て
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を

三
十
六
人
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
趣
旨
で

あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
一
八
日
）

○
江
崎
鐵
磨
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図

る
た
め
、
判
事
の
員
数
を
三
十
二
名
増
加
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
事

務
を
合
理
化
し
、
あ
わ
せ
て
効
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の

裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
三
十
六
名
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。本

案
は
、
去
る
三
月
六
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
七
日
谷
垣
禎
一

法
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
四
日
、
質
疑
を
行
い
、

採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と



裁
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五
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決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

三
、
参
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
）

○
荒
木
清
寛
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理

を
図
る
た
め
、
判
事
の
員
数
を
三
十
二
人
増
加
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所

の
事
務
を
合
理
化
し
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁

判
所
の
職
員
の
員
数
を
三
十
六
人
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
司
法
制
度
改
革
に
伴
う
裁
判
官
の
増
員
と

そ
の
効
果
、
専
門
訴
訟
に
対
応
す
る
た
め
の
裁
判
官
の
養
成
、
新
任
判
事

補
の
採
用
に
お
け
る
優
秀
な
人
材
確
保
へ
の
取
組
、
適
正
な
法
曹
人
口
の

在
り
方
、
裁
判
所
職
員
減
員
の
問
題
点
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
人
的
体

制
充
実
の
必
要
性
、
労
働
審
判
の
取
扱
い
を
地
裁
支
部
に
拡
大
す
る
必
要

性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ

て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


